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規 則

　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 二 月 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 二 号

　 　 　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 見 出 し を 「 （ 様 式 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 次 に 掲 げ る 書 類 は 、 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。

　 一　 省 令 第 二 十 八 条 第 一 項 の 申 請 書

　 二　 省 令 第 四 十 九 条 第 一 項 の 届 書

　 三　 省 令 第 六 十 七 条 第 一 項 の 申 請 書

　 四　 省 令 第 六 十 八 条 第 一 項 の 届 出 書

　 五　 省 令 第 六 十 九 条 第 一 項 の 届 出 書

　 六　 省 令 第 七 十 条 第 一 項 の 届 出 書

　 第 二 条 第 二 項 中 「 前 項 の 表 第 二 号 及 び 第 四 号 」 を 「 前 項 第 一 号 及 び 第 三 号 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 を 削 り 、 第 四 条 を 第 三 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 営 業 許 可 の 申 請 書 等 の 記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 ）

第 四 条　 省 令 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 （ 省 令 第 六 十 七 条 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 五 号 の 事 項 の 変 更 に 係 る も の

に 限 る 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る も の と す る 。

　 一　 届 出 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 営 業 所 所 在 地

　 三　 営 業 所 の 名 称 、 屋 号 又 は 商 号

　 四　 営 業 の 種 類

　 五　 現 に 受 け て い る 営 業 許 可 の 番 号 及 び そ の 年 月 日

　 六　 変 更 の 内 容 及 び 年 月 日

２　 前 項 の 届 出 書 に は 、 営 業 施 設 を 変 更 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 変 更 し た 部 分 を 明 ら か に す る 図 面 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。

３　 省 令 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 （ 省 令 第 六 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 六 十 九 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 七 十 条 第 一 項 第

一 号 の 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る も の と す

る 。
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　 一　 届 出 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 省 令 第 六 十 八 条 第 一 項 第 一 号 の 事 項 の 変 更 に 係 る も の に あ っ て は 、 届 出 者 の 被 相 続 人 と の 続 柄

　 三　 営 業 所 所 在 地

　 四　 営 業 の 種 類

　 五　 現 に 受 け て い る 営 業 許 可 の 番 号 及 び そ の 年 月 日

　 六　 変 更 の 内 容 、 理 由 及 び 年 月 日

　 第 六 条 の 見 出 し 中 「 の 再 交 付 の 申 請 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 失 つ た 」 を 「 失 っ た 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と

し 、 同 条 第 一 項 中 「 第 四 条 第 五 項 」 を 「 第 五 条 第 五 項 」 に 、 「 失 つ た 」 を 「 失 っ た 」 に 、 「 営 業 許 可 証 等 再 交 付 申 請 書

に よ り 、 」 を 「 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 を 」 に 、 「 申 請 し な け れ ば 」 を 「 提 出 し な け

れ ば 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 営 業 所 所 在 地

　 三　 営 業 所 の 名 称 、 屋 号 又 は 商 号

　 四　 営 業 の 種 類

　 五　 現 に 受 け て い る 営 業 許 可 の 番 号 及 び そ の 年 月 日

　 六　 再 交 付 申 請 の 理 由

　 第 六 条 に 第 一 項 及 び 第 二 項 と し て 次 の 二 項 を 加 え る 。

　 　 条 例 第 五 条 第 一 項 の 営 業 許 可 証 は 、 様 式 第 一 号 に よ る も の と す る 。

２　 条 例 第 五 条 第 三 項 の 自 動 販 売 機 営 業 許 可 標 識 は 、 様 式 第 二 号 に よ る も の と す る 。

　 第 七 条 第 一 項 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２　 条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る も の と す

る 。

　 一　 届 出 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 食 品 衛 生 責 任 者 の 氏 名

　 三　 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項

　 第 八 条 第 一 項 中 「 至 つ た 」 を 「 至 っ た 」 に 、 「 廃 業 （ 休 業 ） 届 に よ り そ の 旨 」 を 「 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に

定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 、 「 届 け 出 な け れ ば 」 を 「 提 出 し な け れ ば 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 届 出 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 営 業 所 所 在 地

　 三　 営 業 所 の 名 称 、 屋 号 又 は 商 号

　 四　 営 業 の 種 類

　 五　 現 に 受 け て い る 営 業 許 可 の 番 号 及 び そ の 年 月 日

　 六　 営 業 を 廃 止 し 、 又 は 休 業 し た 理 由 及 び 年 月 日

　 第 八 条 第 二 項 中 「 営 業 開 始 届 に よ り 」 を 「 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 を 」 に 、 「 届 け

出 な け れ ば 」 を 「 提 出 し な け れ ば 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 届 出 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 営 業 所 所 在 地

　 三　 営 業 所 の 名 称 、 屋 号 又 は 商 号

　 四　 営 業 の 種 類

　 五　 現 に 受 け て い る 営 業 許 可 の 番 号 及 び そ の 年 月 日

　 六　 営 業 開 始 予 定 年 月 日

　 第 八 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 九 条　 法 、 政 令 、 省 令 又 は 条 例 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 又 は 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 、 そ の 営 業 施 設 の 所 在 地 を 管 轄

す る 保 健 所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 六 号 ま で を 削 り 、 様 式 第 七 号 中 「第２条 」 を 「第６条 」 に 、 「第21条 」 を 「第52条第３項 」 に

改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 一 号 と し 、 様 式 第 八 号 中 「第２条 」 を 「第６条 」 に 改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 二 号 と し 、 様 式 第 九 号

か ら 様 式 第 十 二 号 ま で を 削 る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

告 示
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秋田県告示第52号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第50
条の２の規定により、次のとおり指定医療機関から事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定に基
づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第53号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第49
条の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定したので、同法第55条の
２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第54号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第１項の規定により、介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当させる機関を次のとおり指定したので、同
法第55条の２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

名　　　称 所　在　地 廃止年月日

能代南病院 能代市字寿域長根55番地30 平成24年12月31日

名　　　称 所　在　地 サービスの種類 指定年月日

能代南胃腸内科肛門外科 能代市字寿域長根55番地30 胃腸内科、肛門外科、内科、外科 平成25年１月１日

クオール薬局石脇店 由利本荘市石脇字田尻３−
129 調剤薬局 平成25年２月１日

名　　　称 所　在　地 サービスの種類 指定年月日

デイサービス午ノ浜 にかほ市三森字午の浜100−
１ 通所介護、介護予防通所介護 平成24年11月15日

さくら介護相談センター 山本郡三種町浜田字砂崎144 居宅介護支援事業 平成25年２月１日

グループホーム大仙ふくし苑 大仙市福田字穴沢97番地１ 認知症対応型共同生活介護、介護
予防認知症対応型共同生活介護 平成25年２月１日

訪問介護おじゃまる 大仙市下深井字高田215−１ 訪問介護、介護予防訪問介護 平成25年１月１日

ショートステイ月に咲く花～
輝け十文字～

横手市十文字町梨木字羽場下
10番地115

短期入所生活介護、介護予防短期
入所生活介護 平成25年１月４日

クオール薬局石脇店 由利本荘市石脇字田尻３−
129

居宅療養管理指導、介護予防居宅
療養管理指導 平成25年２月１日

グループホームいしくら 山本郡三種町森岳字高田21番
地７

認知症対応型共同生活介護、介護
予防認知症対応型共同生活介護 平成25年１月15日

介護老人保健施設ケアタウン
たかのす

北秋田市脇神字南陣場岱10番
地

通所リハビリテーション、介護予
防通所リハビリテーション 平成25年２月１日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第55号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があったので、
同法第55条の２第２号の規定に基づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第56号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から事業の休止の届出があった
ので、同法第55条の２第２号の規定に基づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第57号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から事業の廃止の届出があった
ので、同法第55条の２第２号の規定に基づき、告示する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第58号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、次のとおり公聴会を開催するので、秋田県都市計
画公聴会規則（昭和45年秋田県規則第１号）第３条第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　公聴会の日時
　　平成25年３月８日（金）午後１時30分
２　公聴会の場所
　　大館市比内町扇田字新大堤下93番地６　大館市役所比内総合支所302会議室

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2013年 平成25年２月15日（金曜日） 　　第2463号

ショートステイこあに 北秋田郡上小阿仁村沖田面字
小蒲野26−13

短期入所生活介護、介護予防短期
入所生活介護 平成25年２月１日

名　　称 所　在　地
変　更　事　項

サービスの種類 変更年月日
変更前 変更後

ヘ ル パ ー ス テ ー
ション横手

横手市婦気大堤字
婦気前132−１

横手市寿町６番３
号

横手市婦気大堤字
婦気前132−１

訪問介護、介護
予防訪問介護 平成24年９月３日

名　　　称 所　在　地 サービスの種類 休止年月日

たんぽぽケアマネセンター 能代市落合字下釜谷地148番
地２ 居宅介護支援事業 平成25年２月15日

名　　　称 所　在　地 サービスの種類 廃止年月日

ショートステイけやきの森 南秋田郡五城目町富津内下山
内字奈良崎１−４

短期入所生活介護、介護予防短期
入所生活介護 平成24年12月31日
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３　定めようとする都市計画の構想
　　大館都市計画及び比内都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更の決定素案
　　当該案件に係る関係書類は、建設部都市計画課及び大館市建設部都市計画課に備え置いて、平成25年２月15日

（金）から同年３月８日（金）までの間、縦覧に供する。
４　公述申出書の提出期限等
　⑴　公聴会に出席して意見を述べようとする者は、日曜日及び土曜日を除き、平成25年２月22日（金）から同年３月

１日（金）までの午前８時30分から午後５時までの間に、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職
業を記載した公述申出書を、５に掲げる場所に提出すること。

　⑵　⑴において、同種の意見が多数ある場合は、公聴会において意見を述べることができる者（以下「公述人」とい
う。）の数を制限することがある。

　⑶　公聴会の運営上必要がある場合は、あらかじめ公述時間を制限することがある。
　⑷　公述人の数を制限し、又は公述時間を制限した場合は、その旨を公述申出書を提出した者に通知する。
　⑸　公述人は、代理人により意見を陳述することができない。
５　問い合わせ先
　　秋田市山王四丁目１番１号　建設部都市計画課　電話018−860−2442
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第59号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により、都市計画を変更するので、同条第２項において準
用する同法第17条第１項の規定に基づき、次のとおり公告し、当該都市計画の案を縦覧に供する。
　なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　都市計画の種類
　　道路
２　都市計画の案の名称
　　秋田都市計画道路（３・４・12号御所野追分線、３・４・18号泉高梨線及び３・４・26号千秋新藤田線）の変更
３　都市計画を変更する土地の区域
　　変更する部分　秋田市下新城中野字琵琶沼、泉一ノ坪、泉馬場、泉東町及び旭川南町の一部
４　都市計画の案の縦覧場所
　⑴　秋田市山王四丁目１番１号　建設部都市計画課
　⑵　秋田市山王四丁目１番２号　秋田地域振興局建設部用地課
　⑶　秋田市山王一丁目１番１号　秋田市都市整備部都市計画課
５　都市計画の案の縦覧期間　平成25年２月15日（金）から同年３月１日（金）まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第60号
　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第６条第１項の規定により、北秋田
市阿仁前田入会林野整備組合組合長柴田幹夫からなされた入会林野整備計画に係る申請を適当と決定したので、同条第
４項の規定に基づき、公告し、次のとおり縦覧に供する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請年月日　平成25年２月１日
２　縦覧に供すべき書類の名称　北秋田市阿仁前田入会林野整備計画書の写し
３　縦覧期間　平成25年２月16日から同年３月17日まで
４　縦覧場所　北秋田地域振興局農林部森づくり推進課及び北秋田市役所産業部農林課
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第61号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年２月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１⑴　処分をした年月日
　　　平成25年２月４日
　⑵　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
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　　　鈴木木工所
　　　大仙市高関上郷字杉本14番地１
　　　鈴　木　英　俊
　　　秋田県知事許可（般−20）第60066号
　⑶　処分の内容
　　　建具工事業に係る一般建設業許可の取消し
　⑷　処分の原因となった事実
　　　平成25年２月４日付けで建具工事業に係る廃業等の届出があった。
　　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
２⑴　処分をした年月日
　　　平成25年２月５日
　⑵　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　　有限会社サンエイ電気工業
　　　大仙市大花町５番36号
　　　取締役　大　友　　　博
　　　秋田県知事許可（般−23）第9263号
　⑶　処分の内容
　　　電気工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業許可の取消し
　⑷　処分の原因となった事実
　　　平成25年２月５日付けで電気工事業及び消防施設工事業に係る廃業等の届出があった。
　　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


